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〈サカエチカ〉デジタルサイネージ① 

広告掲出約款【2018年3月1日～2019年10月31日限定】 

（目的） 

第１条 本約款は、名古屋市中区栄三丁目４番６号先路下の地下街「サカエチカ」内のクリスタル広場

に設置されている、別紙図面記載のデジタルサイネージ（以下「サイネージ①」という。）に掲

出する広告物の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。なお、サイネージ①は、サカ

エチカマチ株式会社（以下「当社」という）が運営・管理を行う。 

 

（定義） 

第２条 本約款において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 「掲出希望者」とは、当社に対してサイネージ①への広告物の掲出の申込みをした者をい

う。 

⑵ 「広告主」とは、掲出希望者のうち、当社が使用の許可をした者をいう。 

⑶ 「広告物掲出」とは、当社がサイネージ①に広告物を掲出することをいう。 

 

（サイネージ①の使用目的） 

第３条 広告主は、サイネージ①を広告物掲出の用途のみに使用するものとし、それ以外の目的には一

切使用できない。 

 

（サイネージ①の使用期間） 

第４条 サイネージ①の使用期間は１日単位又は１か月単位とし、掲出希望者は、使用期間を明示して

広告物掲出の申込みをするものとする。但し、１日単位での使用を希望する場合には、連続して

７日間以上の使用期間を設定しなければならない。 

  ２ １か月単位でサイネージ①を使用する場合において、期間満了の１週間前までに広告主または

当社から申し出がないときは、同一条件でさらに１か月継続するものとし、以後も同様とする。 

 

（サイネージ①の広告物掲出基準） 

第５条 広告物は、原則として公共性及び品位を損なう恐れのないもので、第三者に不利益を与えない

ものとし、次のいずれにも該当しないものとする。 

⑴ 法令等に違反するものまたはその恐れがあるもの 

⑵ 公の秩序又は善良の風俗に反するもの 

⑶ 政治的、思想的意図のあるもの 

⑷ 虚偽又は誇大な表現のあるもの 

⑸ 個人の氏名広告物 

⑹ その他当社が不適当と認めたもの 

  ２ 前項に該当しない場合であっても、当社の判断で広告物掲出を許可しないことができるものと

する。 
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（広告物の種類・規格等） 

第６条 広告物の種類・規格等は下記に掲げる通りとする。 

 

 

（広告物掲出の申込み） 

第７条 掲出希望者は、当社所定の広告掲出申込書を当社に提出する方法をもって、広告物掲出の申込

みをするものとする。 

  ２ 掲出希望者は、前項の広告掲出申込書の提出とともに、第５条の掲出基準及び前条の種類・規

格を満たす広告物を当社に納品しなければならない。 

  ３ 広告物の納品及び掲出に要する一切の費用は、掲出希望者又は広告主が負担する。 

 

（広告物掲出の決定及び承諾） 

第８条 当社は、掲出希望者から広告物掲出の申込みがあった場合は、速やかに審査し、使用の許可ま

たは不許可を通知する。 

 

（概要及び使用料） 

第９条 サイネージ①の概要及び使用料（１枠１種類につき）は下記に掲げる通りとする。但し、使用

料について、当社と別段の合意をした場合には、当該金額によるものとする。 

MPEG4 ( .mp4)

WMV( .wmv)

放映画面サイズ よこ 1080 ピクセル×たて1920 ピクセル（縦長）

ビデオ

MPEG4：Advanced V ideo Codec

WMV：Advanced Prof i l e以外（Windows Media V ideo9 Mainなど）

ビットレート　 8M bps  以下　CBR（固定ビットレート）

アスペクト比 9:16

素材長 15秒

ファイルサイズ 15MB　以下

フレームレート 29.97 fps以下

描写方式 ノンインタレース方式

〈音声ありの場合〉

オーディオ

MPEG4：Advanced Audio Codec

WMV：WMA（Windows Media Audio V9.X）

ビットレート 96～256Kbps

データ形式 JPEGイメージ（ .j pg）

放映画面サイズ よこ 1080 ピクセル×たて1920 ピクセル（縦長）

アスペクト比 9:16

ファイルサイズ 2MB 以下

ビットの深さ 24

動画

静止画

入稿フォーマット

データ形式

コーデック

コーデック
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（使用料の支払） 

第10条 広告主は、サイネージ①の使用料を使用開始日の３営業日前までに当社の指定する振込口座へ

振込む方法により支払うものとする。 

  ２ 第４条第２項による使用期間の更新をする場合における使用料の支払日は、更新日の３営業日

前までとする。 

  ３ 広告主は、前項に係る消費税及び地方消費税について、別途負担するものとする。 

  ４ 本条により入金された使用料は第１７条に定める場合を除き、理由の如何を問わず広告主に返

金されないものとする。 

 

（使用料の支払遅延） 

第11条 広告主が前条第１項の支払期日までに使用料の支払いをしないときは、当社は、広告物掲出を

行わないものとし、広告主は一切異議を申し立てることはできないものとする。 

 

（支払に係る費用負担） 

第12条 第１０条所定の使用料及び第１５条所定の費用の支払いを行うにあたり必要となる振込手数料

等については広告主の負担とする。 

 

（広告物の変更等） 

第13条 広告主は、当社の指定するサイネージ①の切替日を除く使用期間途中に広告物の内容を変更す

る場合、速やかに当社にその旨を申請して、当社の指定する時期までに、変更後の広告物を当社

に納品しなければならない。 

媒体名

掲出箇所

モニター画面

放映時間

広告枠数

放映期間

料金 日額 1,000円（税別）　※但し、連続7日以上

（1枠：15秒） 月額 20,000円（税別）

〈サカエチカ〉デジタルサイネージ①

別紙図面記載の通り

70インチ×1面　マルチディスプレイ【音声付再生可】

7：00～24：00　【17時間】

放映構成内容

1ロール5分

広告枠（120秒）・イベント行政情報（120秒）・サカエチカ情報（60秒）　※8/1～10/31の間、緊急災害情報【Ｌアラー
ト】対応はございません。

8枠（1枠15秒計120秒間）　　静止画または動画

1日あたりの放映回数
200回/日

※最低放映保障回数：全放映回数の90％

1日単位連続7日以上、1月（月中から使用の場合は翌月前日まで）単位も可

1回あたり

5,000円（税別）

2素材交互放映

無料

広告主都合による最短時間での放映中止・別素材切替

10,000円（税別）

素材切替

複数意匠（週あたり2素材まで）

途中切替

素材

ローテーション

緊急時処置
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  ２ 当社は、広告主から前項の申請があった場合には、速やかに審査し、変更の許可または不許可

を通知する。 

  ３ この場合の広告物掲出の期間は、当社が変更の許可をした日の翌日から変更前の広告物掲出に

かかる第４条の使用期間満了の時までとする。 

 

（広告主による広告物掲出の中止） 

第14条 広告主の事情により、サイネージ①使用期間中に広告物掲出を中止する場合、速やかに当社に

届け出なければならない。この場合、第１０条３項により、未経過分の使用料は返還されないも

のとする。 

 

（広告主による広告物掲出の変更及び中止に係る費用負担） 

第15条 第１３条所定の広告物の内容の変更及び第１４条所定の広告物掲出の中止に要する一切の費用

は広告主が負担する。なお、その際の費用の基準については第９条に掲げる通りとする。 

 

（当社による広告物掲出の中止） 

第16条 当社は、当社の事情により広告物掲出を中止することができるものとする。 

  ２ 前項の場合には、当社は、速やかに広告主にその旨を通知することとする。 

  ３ 第１項の場合、当社は残存使用期間の使用料相当分を、１か月を３０日とする日割り計算にて

算出し、広告主に返金するものとする。 

 

（掲出広告物の価値の維持） 

第17条 広告物の掲出は、当社及び広告主との間で合意した露出回数の９０％（当社の休業日等営業時

間の短縮日その他当社が特に指定する日を除く）に相当する回数（以下、本条において、「最低

露出回数」とする。）以上の露出を確保するものとする。 

  ２ 当社の責めに帰すべき事由により、最低露出回数以上の露出が確保できなかった場合、当社は

広告主に対して、速やかにその旨を通知し、広告主との間で、使用料の減額等の措置について協

議するものとする。 

 

（広告物の返却） 

第18条 サイネージ①の使用期間終了後においても、原則として広告物は広告主に返却せず、当社にて

処分するものとする。 

  ２ 第１３条及び第１４条に定める広告物掲出の変更及び中止の場合も、前項と同様とする。 

 

（広告主の責めに帰すべき事由による解除） 

第19条 広告主が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は、なんら催告することなく直ちに当該

広告主との間の広告物掲出に関する契約を解除することができる。 

⑴ 本約款に違反したとき。 

⑵ 破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、または

清算に入ったとき。 

⑶ 強制執行、競売の申し立て、保全処分、滞納処分等を受けたとき。 
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⑷ 他の法人と合併する旨が株主総会で承認されたとき。 

⑸ 業務について主務官庁から取り消し処分を受けたとき、又は解散の決議を為したとき。 

⑹ 暴力団関係者またはその他反社会的暴力活動を行う団体の関係者及びそれらの者と親交のあ

ることが判明したとき。 

⑺ 著しく当社の信用を失墜する事実があったとき。 

⑻ その他当社が定める諸規程に違反したとき。 

  ２ 前項の規定により、当社が広告物掲出に関する契約を解除した場合においても、当社は、既に

当社に支払われた使用料の返金を行わないものとする。 

  ３ 前項の規定は、損害賠償の予定額を定めるものではない。 

 

（損害賠償） 

第20条 広告主は、広告物の内容が法律・政令その他の関係法規に違反しないこと、著作権をはじめと

する第三者の権利を侵害していないこと、その他広告物に掲出することについて何ら問題ないこ

とを当社に保証するものとし、広告物の内容について何らかの紛争等が生じた場合、全て広告主

の責任と費用負担において解決するものとする。なお、かかる紛争等により当社が損害を被った

場合は、広告主は直ちにこれを当社に賠償するものとする。 

  ２ 広告主は、サイネージ①の使用により生じた苦情、損害、問題等の全てに対し、速やかに当社

に通知するとともに、自己の責任と費用負担においてこれを処理するものとする。 

  ３ サイネージ①の使用期間中の広告物の破損については、当社の故意によるものを除き、当社

は、一切の責任を負わないものとする。 

 

（端数処理） 

第21条 本約款の規定により算出した金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 

 

（免責事項） 

第22条 当社は、当社に故意または重大な過失がない場合には、広告主が受けた損害に対して、その責め

を負わないものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第23条 当社及び広告主は、本約款に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とすることに合意する。 

 

（協議） 

第24条 本約款に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、当

社及び広告主または掲出希望者による協議の上、定めるものとする。 

以上 


